
〒443-0036蒲郡市浜町４番地 

（蒲郡市保健医療センター３階） 

開所日：月曜日から金曜日 

（祝日及び 12/29～1/3を除く） 

開所時間：午前８時３０分から午後５時 

 

TEL 0533-56-2519 

FAX 0533-56-2554 

メール nikorin@city.gamagori.lg.jp 

 

※令和４年８月１日改訂 

アクセス 

【公共交通機関で】 

（電車）JRまたは名鉄蒲郡線「蒲郡駅」下車。 

 →徒歩約２０分（タクシーで約 5分） 

（バス）名鉄バス「厚生館病院前」下車。 

 →徒歩約５分 

南へ向かい、橋を渡った先にあります。 

【車で】 

 国道２３号線（蒲郡バイパス）蒲郡西インター下車、

南西に進み、柏原町堂山（交差点）を左折して県道３

２３号線を直進し、江畑（交差点）を左折し、国道２

３号線に入り、落合橋西（交差点）を右折後、ひとつ

めの信号を右折すると前方右側にある白い建物です。 

 

にこりん 

「にこりん」に込められた思い 

発達に支援が必要な子どもの小さな成長を喜び合

える親が増えていくように、笑顔になれる支援を

していくことができるセンターとなれるように、

という願いが込められた愛称です。 

ホームページ  

右記のＱＲコードから 

アクセスできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（蒲郡市児童発達支援センター平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（蒲郡市保健医療センター３階にあります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒲郡市児童発達支援センター 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊戯室 

医務室 

多目的室 

事務室 

相談室 

調理室 

指導訓練室 

おひさま組 

トイレ 

 
指導訓練室 

にじ組 



費用：児童福祉法に基づく給付費の１割 

（所得に応じて上限額が設定されます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 児童発達支援事業 

対象：小学校入学前までの子ども 

（児童福祉法に基づく受給者証をお持ちの方） 

② 保育所等訪問支援事業 

対象：蒲郡市内在住の原則１８歳未満の子ども 

（児童福祉法に基づく受給者証をお持ちの方） 

③ 相談支援事業 

対象：原則、蒲郡市民または蒲郡市に転入予定である 

１８歳未満の子ども及びそのご家族など   

 

 

職員：管理者 

児童発達支援管理責任者 

嘱託医 

保育士・児童指導員  

心理相談員（週１日） 

理学療法士（月２日） 

作業療法士（週３日） 

言語聴覚士（週３日） 

調理員 

業務員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子通園（にじ組）  

９：３０ 登園・健康チェック・自由遊び 

１０：００ 朝の会・全体活動・個別課題 

１１：００ 自由遊び 

１１：３０ 給食・食事の片付け・歯磨き 

１２：１５ 自由遊び 

１３：００ 帰りの会  

サービス提供時間は１６：３０までです。相談対応等可能です。 

午後からのプログラムもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にこりんが大切にしたいこと 

◎笑顔  

子どもも大人も笑顔になれるよう、成長を喜び合え

る居場所を目指します。 

◎個性  

一人ひとりの得意なことやできることを生活の中か

ら見い出し、個性や特性を尊重します。 

◎共感  

「できた」という達成感をお子さんとご家族みんな

が感じ合える関係づくりを大切に、お子さんの最善

の利益と将来へつながる支援をともに考えていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にこりんでできること 

「お友達とかかわることが苦手みたい…」 

「言葉やからだの発達が気になる…」など成

長や発達に少し気がかりさがある子どもたち

や保護者の方を、３つの事業で支援します。 

 

児童発達支援事業（定員１５名） 

通園しながら日常生活における基本動作の獲

得、人と関わる力や考える力の育成に向けて集

団・個別の療育を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食：保育園と同じメニューの給食を提供 

（所得に応じて一食の料金が異なります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単独通園（おひさま組）  

８：３０ 登園・健康チェック・自由遊び 

１０：００ 朝の会・個別活動・全体活動 

１１：３０ 給食・食事の片付け・歯磨き 

１２：１５ 自由遊び・昼寝（夏季）・個別課題 

１４：００ おやつ・自由遊び 

１５：３０ 降園準備・帰りの会 

１６：３０ 降園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な年間行事（予定） 

４月 はじまりの会 

７月 水遊び 

８月 水遊び・夏祭り 

１０月 運動会 

１１月 親子遠足 

１２月 クリスマス会 

２月 豆まき 

３月 ひなまつり・おわりの会 

（その他）保護者勉強会、発育測定、避難訓練、内科・歯科健診など 

 

 

保育所等訪問支援事業 

 保育園や学校などの生活の場へ支援員が訪問し、子ども

たちの生活の様々な場面での困りごとや課題への対応を考

え、集団生活への適応のための協力・支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談支援事業 

基本相談：子どもの成長・発達に関する相談や福祉サービ

スの利用案内などの相談をお受けします。 

計画相談：福祉サービスを利用する際に計画を作成し、モ

ニタリング（評価・見直し）を行います。 

 

 


